
H29.11.16定例記者会見資料【農業振興課】 

～体験型就農事業～ 

栃木市農業インターンシップ事業について 

 

１ 栃木市農業インターンシップ事業趣旨 

体験型就農事業「通称：農業インターンシップ」は、ふるさと応援基金を活用し、

栃木市農業ビジョンのアクションプラン、「とちぎアグリプロジェクト７」で掲げた

重要戦略のうち、テーマ「プロジェクト２ 次代を担う新規就農者への確保」の施策

に即した事業を構築しました。 

 

２ 内 容 

この事業は、原則、市外在住で、農業未経験の方を中心に、市が受け入れ農家と、

インターンシップの希望者をマッチングし、栃木市において就農してもらえるよう全

面的にバックアップしていく事業です。研修費は無料です。 

①1週間の研修で、農業者としての適正を、自ら体験を通して考えてもらいます。 

②国の支援策へ誘導していきます。【農業人材力強化総合支援事業】 

  ③１週間の住居は、住宅課と連携し、街なかでの日常生活も体験してもらい、定住 

促進するため「蔵の街 やどかりの家」などを活用していきます。 

 

３ 参加資格及び定員 

（１）原則４０歳までとします。 

（２）定員１０名（研修先農家と調整いたしますので、先着順ではありません） 

（３）原則的に栃木市外在住の方を対象とします。 

（４）研修内容：農業経営コース・農業技術コース・農作業コース に分類 

（経営ノウハウ）・（栽 培 技 術）・（農 作 業） 

 

４ 応募期間及び農作業実施時期等 

（１）研修者応募期間：平成２９年１２月１日（金）から 

        平成３０年３月３０日（金）までに参加申込書を 

        提出してください。 

 ※周知には、「インターネット検索広告」を活用いたします。 

  検索キーワードは、「就農、新規就農、転職・農業、農業・始める」等 

           １６項目を予定しています。 

（２）研修実施期間：平成３０年４月１日（日）から 

       平成３１年３月３１日（日）までの間で研修先農家と 

マッチングした７日間とします。 

    ※現在、協力農家（農業士・農業ビジョン策定にかかわった農業者）を募集して

います。 

問合せ: 産業振興部 農業振興課 農政係 担当 佐山・寺内 ℡0282-21-2381 






